
平
成
三
十
年
五
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

七

八

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
二
七
八
号

平
成
三
十
年
五
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
高
井
崇
志
君
提
出
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
問
題
の
監
督
体
制
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
高
井
崇
志
君
提
出
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
問
題
の
監
督
体
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
薬
物
依
存
症
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
へ
の
対
策
費
」
を
含
ま
な
い
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
問
題
へ
の
対
策
を

直
接
の
目
的
と
す
る
事
業
」
と
し
て
は
、
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
障
害
の
疫
学
調
査
、
生
物
学
的
評
価
、
医
療
・
福
祉
・
社
会
的
支

援
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
研
究
」
等
の
事
業
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
予
算
執
行
額
は
、
平
成
二
十
八
年
度
及

び
平
成
二
十
九
年
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
六
千
九
百
四
十
一
万
八
千
円
及
び
八
千
二
百
三
十
八
万
三
千
円
で
あ
り
、
平
成
三
十

年
度
の
予
算
額
は
、
千
九
百
四
十
二
万
七
千
円
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
内
容
と
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度
及

び
平
成
二
十
九
年
度
に
つ
い
て
は
、
三
か
年
度
の
事
業
で
あ
る
当
該
研
究
の
一
環
と
し
て
の
国
内
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
に

係
る
大
規
模
調
査
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
三
十
年
度
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
結
果
の
解
析
等
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
関
係
者
会
議
は
、
政
府
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
推
進
す
る
に
当
た
り
、ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
並
び
に
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
を
有
し
、

一



又
は
有
し
て
い
た
者
及
び
そ
の
家
族
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
た
め
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
会
議
は
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
基
本
計
画
に
関
し
同
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
を
処

理
す
る
こ
と
及
び
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
連
絡
調
整
に
際
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
会
議
に
対
し
意
見
を

述
べ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
十
七
回
開
催
さ
れ
、
所
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
に
お
い
て
も
同
様
に
関
係
者
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
」
と
の
御
指
摘

に
つ
い
て
は
、
既
に
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
に
係
る
法
律
案
が
議
員
立
法
と
し
て
国
会
に
複
数
提
出
さ
れ
て
い
る
と
承

知
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
法
律
案
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
国
会
で
の
議
論
の
推
移
を

見
守
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
科
学
的
根
拠
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
特
定
複
合
観
光

施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
取
り
ま
と
め
（
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
）
（
以

下
「
取
り
ま
と
め
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
入
場
回
数
制
限
に
つ
い
て
は
、
「
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
に
当
た
っ
て
本
人

二



確
認
を
厳
格
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
入
場
回
数
は
客
観
的
に
把
握
で
き
る
指
標
で
あ
る
こ
と
、
一
般
論
と
し
て
入
場
回
数
が

多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
依
存
が
進
む
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
諸
外
国
で
も
入
場
回
数
制
限
の
導
入
例

が
あ
る
こ
と
」
か
ら
、
「
入
場
回
数
制
限
を
設
け
、
常
態
的
に
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
で
き
る
環
境
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
が
適

切
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
入
場
料
の
賦
課
に
つ
い
て
は
、
「
依
存
症
対
策
と
し
て
の
入
場
料
の
効
果
に
つ
い
て
の
科
学

的
知
見
は
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
」
が
、
「
入
場
料
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
場
料
を
徴
収
す
る
際
に
、
入
場

回
数
制
限
の
た
め
の
本
人
確
認
を
確
実
に
行
え
る
こ
と
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
安
易
な
入
場
を
抑
止
で
き
る
こ
と
、
徴
収
し
た

入
場
料
を
公
益
目
的
に
還
元
で
き
る
こ
と
、
と
い
っ
た
制
度
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
者

に
対
し
、
入
場
料
を
賦
課
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
依
存
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
「
有
識
者
か

ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
概
要
」
に
「
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
者
に
対
す
る
制
限
等
と
し
て
は
、
本
人
や
家
族
の
申
告
に
よ
る
ア
ク
セ

ス
制
限
や
入
場
料
の
徴
収
、
入
場
回
数
の
制
限
等
、
様
々
な
方
策
が
考
え
ら
れ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
入
場
料
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
、
「
一
般
財
源
と
し
て
公
益
目
的
に
用
い
る
こ

と
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
御
指
摘
の
点
も
含
め
、
そ
の
具
体
的
な
使
途
に
つ
い
て
は
毎
年
度
の

予
算
編
成
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
の
趣
旨
と
承
知
し
て
い
る
。

三



四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
中
央
競
馬
に
つ
い
て
は
日
本
中
央
競
馬
会
が
昨
年
十
二
月
に
、
地
方
競
馬
に
つ
い
て
は
全
て

の
地
方
競
馬
主
催
者
が
本
年
三
月
末
ま
で
に
策
定
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
お
け
る
家
族
申
告
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
制
限
に
つ
い
て
は
、
中
央
競
馬
に
お
い
て
は
昨
年

十
二
月
か
ら
、
地
方
競
馬
に
お
い
て
は
本
年
四
月
か
ら
実
施
し
て
お
り
、
本
年
四
月
末
時
点
で
、
中
央
競
馬
で
は
七
件
の
適

用
実
績
が
あ
り
、
地
方
競
馬
で
は
適
用
実
績
が
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
一
方
、
競
馬
場
及
び
場
外
馬
券
売
場
に
お
け

る
家
族
申
告
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
制
限
に
つ
い
て
は
、
そ
の
仕
組
み
を
今
後
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な

実
施
方
法
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
調
査
」
は
、
本
年
一
月
ま
で
に
終
了
し
て
い
る
。

当
該
調
査
は
、
日
本
遊
技
機
工
業
組
合
か
ら
警
察
庁
に
対
し
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
に
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す

る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
と
し
て
そ
れ
ま
で
に
出
荷
さ
れ
た
遊
技
機
の
中
に
、
そ
の
出
荷
の
時
点
に
お
い
て
既
に
当
該
遊
技
機
が

四



属
す
る
と
さ
れ
た
型
式
の
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
と
性
能
の
一
部
が
異
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
旨
の
報
告
が

あ
り
、
そ
の
後
の
警
察
庁
に
よ
る
指
導
等
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
八
年
二
月
に
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
工
場
に
お
け
る
製

造
工
程
の
適
正
台
数
を
超
え
て
製
造
さ
れ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
は
遊
技
く
ぎ
の
管
理
が
不
十
分
で
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ

た
こ
と
等
か
ら
、
警
察
庁
が
遊
技
機
の
製
造
業
者
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
調
査
結
果
と
し
て
は
、
当
該
原
因

に
つ
い
て
の
報
告
と
相
違
す
る
内
容
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
調
査
結
果
は
、
求
め
が
あ
れ
ば
、
外
部
に

提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
カ
ジ
ノ
業
へ
の
参
入
」
及
び
「
カ
ジ
ノ
産
業
の
監
督
権
限
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
今
国
会
に
提
出
し
た
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
案
で
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
事
業
の

免
許
の
審
査
基
準
と
し
て
「
申
請
者
が
、
人
的
構
成
に
照
ら
し
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力

を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
」
等
の
厳
格
な
要
件
を
規
定
す
る
な
ど
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
、

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
の
廉
潔
性
を
十
分
に
確
保
し
得
る
参
入
規
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
カ

ジ
ノ
事
業
者
、
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
設
置
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
行
う
こ

五



と
と
し
て
い
る
。

六


